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平成２４年川俣町議会第６回定例会会議録 
 
  平成２４年川俣町議会第６回定例会は、６月７日川俣町役場議場に招集された。 
 
１．応招議員は、次のとおりである。 
   １番 村 上 源 吉 君    ２番 高 橋 道 弘 君    ３番 高橋真一郎君 
   ４番 鴫 原 利 光 君    ５番 高 橋 道 也 君    ６番 菅 野 清 一 君 
   ７番 菅野意美子君    ８番 菅 野 正 彦 君    ９番 黒 沢 敏 雄 君 
  １０番 佐藤喜三郎君   １１番 五十嵐謙吉君   １２番 高野善兵衛君 
  １３番 石 河  清 君   １４番 遠 藤 宗 弘 君   １５番 齋 藤 博 美 君 
  １６番 新 関 善 三 君 
 
２．不応招議員は、次のとおりである。 
   なし 
 
３．出席議員は、次のとおりである。 
 
  応招議員と同じである。 
 
４．欠席議員は、次のとおりである。 
 
  不応招議員と同じである。 
 
５．地方自治法第１２１条の規定により、説明のため出席した者は、次のとおりである。 
     町    長  古 川 道 郎 君   副 町 長  永 田 嗣 昭 君 
     総 務 課 長  高 橋 清 美 君   企画財政課長  菅 野 浩 市 郎 君 
     町民税務課長  高 橋 良 之 君   会 計 管 理 者  佐 藤 修 一 君 
     保健福祉課長  佐 藤 真 寿 夫 君   建設水道課長  沢 井 一 雄 君 
     原子力対策課長  沢 口  進 君   産 業 課 長  佐 藤 賢 助 君 
     教 育 委 員 長  佐 藤 捷 善 君   教 育 長  神 田  紀 君 
     教育次長兼こども教育課長  仲 江 泰 宏 君   生涯学習課長  松 本 康 弘 君 
     総務課長補佐  大 内  彰 君   監 査 委 員  斎 藤 庸 夫 君 
 
４．職務のため出席した者は、次のとおりである。 
     議会事務局長  佐 藤 光 正   書    記  橋 本 文 雄 
 
７．会議事件は、次のとおりである。 
   会議録署名議員の指名 
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   会期の決定 
   議案の上程 
   町長提案要旨の説明 
   請願の委員会付託 
   諸般の報告 
 議報告第３号 例月出納検査結果報告について 
 報告第 ３号 寄附採納報告 
 報告第 ４号 町が資本金を出資している法人の経営状況を説明する書類の提出につい 

て 
 報告第 ５号 平成２３年度川俣町繰越明許費の繰越しの報告について（一般会計） 

議案第３３号 専決処分の報告及びその承認について 
（専決第２号 川俣町税条例の一部を改正する条例）（説明） 

 議案第３４号 専決処分の報告及びその承認について 
（専決第３号 川俣町国民健康保険税条例の一部を改正する条例） 
（説明） 

 議案第３５号 専決処分の報告及びその承認について 
（専決第４号 平成２３年度川俣町一般会計補正予算（第１０号）） 
（説明） 

 議案第３６号 専決処分の報告及びその承認について 
（専決第５号 平成２３年度川俣町国民健康保険特別会計補正予算 
 （第４号））（説明） 

 議案第３７号 専決処分の報告及びその承認について 
（専決第６号 平成２３年度川俣町介護保険特別会計補正予算 
 （第５号））（説明） 

 議案第３８号 専決処分の報告及びその承認について 
（専決第７号 平成２３年度川俣町後期高齢者医療特別会計補正予算 
 （第４号））（説明） 

 議案第３９号 専決処分の報告及びその承認について 
（専決第８号 平成２３年度川俣町工業団地造成事業特別会計補正予 
 算（第３号））（説明） 

 議案第４０号 川俣町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例（説明） 
 議案第４１号 福島県後期高齢者医療広域連合規約の変更について（説明） 

議案第４２号 平成２４年度川俣町一般会計補正予算（第１号）（説明） 
 諮問第 ２号 人権擁護委員の候補者の推薦について（審議採決） 
追加日程 
 発議第１６号 大飯原発再稼働に反対する決議 
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          ◎開会及び開議の宣告 

○議長（新関善三君） おはようございます。ただいまの出席議員は１６名です。定足

数に達しておりますので、平成２４年第６回川俣町議会定例会を開会いたします。 

 これから本日の会議を開きます。           （午前１０時００分） 

         ◇          ◇          ◇ 

○議長（新関善三君） 会議を進める前に申し上げます。 

 本日は気温が上がっておりますので、上着を脱いでも結構です。 

         ◇          ◇          ◇ 

○議長（新関善三君） 日程第１，会議録署名議員の指名を行います。 

 会議規則第１１８条の規定により、議長において３番議員 高橋真一郎君、４番

議員 鴫原利光君を指名いたします。 

         ◇          ◇          ◇ 

○議長（新関善三君） 日程第２，会期の決定を議題といたします。 

 本定例会の会期、議事運営について、議会運営委員長から報告いたします。 

 議会運営委員長。 

○議会運営委員長（石河 清君） 皆さん、おはようございます。本定例会の会期及び

審議日程につきまして、去る６月１日に議会運営委員会を開催し、協議をいたしま

した。その結果、次のとおり決定いたしましたので、報告をいたします。 

 まず、会期は本日から１３日までの７日間といたします。審議日程でありますが、

第１日目の本日は、議案の上程、町長から提案要旨の説明を受けた後、請願の委員

会付託を行い、諸般の報告、例月出納検査の報告、寄附採納報告などを受けます。

その後、一般議案９件、平成２４年度補正予算１件について提案内容の説明を受け

た後、人事同意１件の審議、採決を行い、午後１時半頃散会の予定であります。な

お、本会議終了後は、各常任委員会を開催していただき、付託案件等の審査をお願

いいたします。第２日目の８日、金曜日は、議案調査のため休会といたします。第

３日目の９日は土曜日、第４日目の１０日は日曜日のため休会といたします。第５

日目の１１日、月曜日は、午前１０時に本会議を開議し、一般質問を行い、午後５

時ごろ散会の予定であります。なお、一般質問は５名の方を予定しております。第

６日目の１２日、火曜日は、午前１０時に本会議を開議し、前日に引き続き３名の

方の一般質問を行い、午後２時半ごろ散会の予定であります。本会議終了後は、各

常任委員会を開催していただき、付託案件等の審査をお願いいたします。本定例会

最終日であります第７日目の１３日、水曜日は、午前１０時から議会運営委員会等

を開催いたします。その後、本会議を午後１時半に開議し、常任委員長から請願の

審査結果について報告を受けた後、一般議案の９件、平成２４年度補正予算１件に

ついて、質疑・討論・採決を行います。なお、追加議案が予定されておりますので、

これらをすべて議了して、午後５時ごろ散会の予定であります。 

 以上のとおり決定をいたしましたので、議員各位のご協力をお願いをいたしまし

て、報告といたします。 
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○議長（新関善三君） ただいま報告いたしました日程でご異議ありませんか。 

             （「異議なし」という声あり） 

○議長（新関善三君） 異議なしと認めます。 

 よって会期は、７日間と決定いたしました。 

         ◇          ◇          ◇ 

○議長（新関善三君） 日程第３，本定例会に付議されました議案は、お手もとに配付

したとおりでありますので、一括上程いたします。 

         ◇          ◇          ◇ 

○議長（新関善三君） 日程第４，町長から提案要旨の説明を求めます。町長。 

○町長（古川道郎君） 皆様おはようございます。本日、ここに、平成２４年第６回川

俣町議会定例会を開催いたしましたところ、議員の皆様には、大変お忙しい中ご参

集を賜りましたことに心からお礼を申し上げます。 

 本定例会に提出いたします案件は、報告３件、議案は、条例改正等９件、補正予

算１件、人事案件が１件でございます。これらの提案要旨を申し上げますことに先

立ちまして、町政の重要課題であります原子力災害対策等について、ご報告を申し

上げます。 

 まず、今もって仮設住宅や借上げ住宅で、幾多の不安を抱えながら避難生活を強

いられている山木屋地区住民の皆さんに心からお見舞い申し上げます。 

 福島第一原子力発電所事故から早１年３か月が経とうとしておりますが、国及び

東京電力は、圧力容器底部温度、格納容器温度が安定していることや、格納容器内

の圧力の状況等から総合的に冷温停止状態が維持されることをもって原発事故収束

という判断を示しておりますが、３、４号機原子炉建屋の瓦礫撤去もままならず、

また、４号機使用済燃料プールからの燃料棒の取り出しも来年という状況を考えま

すと、いまだ原発事故の収束には至っていないのが現状であると考えます。山木屋

地区住民の皆さんの避難生活に加え、事故により広範囲に拡散された目に見えない

放射性物質の不安により、町内全域において健康や食の安全など、不安な環境の下

での生活状況に置かれております。一日も早く安全、安心な生活環境を取り戻すた

めに優先的に取り組むべきことは、町内全域における速やかな除染作業であると考

えます。このような中、本年４月より花火問題から交流災害支援強化として愛知県

日進市から、また、東日本大震災復興支援要員として青森県青森市から本町の除染

業務の支援のため、それぞれ１名ずつ経験豊富な職員の派遣を受けることとなりま

した。期間としましては、来年３月３１日までの１年間となりますが、除染業務の

遂行には大変心強くありがたいことであり、それぞれ業務ご多端の折にもかかわら

ず派遣していただきました両市の市長様に心より感謝申し上げます。 
 更に、昨年から震災復興支援のためのアドバイザーに委嘱し、ご支援いただいて

おります近畿大学においては、小中学生等へのガラスバッジによる外部被ばく検査

による健康管理や井戸水、土壌等の放射性物質検査などに積極的にご指導いただい

ているところでありますが、今後は総合大学の英知を結集し、本町の再生、復興を
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直接的、また、間接的に支援し、復興モデル地域として、文化的、経済的に発展し

た新たな地域社会が構築できるよう、町の要請に基づき、 学術、研究の成果を活

用して全学のオール近畿大学で支援プロジェクトを展開していただけることになり、

理事長、学長をはじめとする皆様に衷心より御礼を申し上げます。更に、町内から

の自主避難者の受け入れをはじめ、町内外、全国から物心両面にわたり、復興復旧

のため温かいご支援を賜っておりますことに心より感謝を申し上げる次第でありま

す。 
 さて、本年度の重要課題であります除染の現況についてでございますが、計画的

避難区域である山木屋地区においては、４月２６日の山木屋自治会役員会と５月６

日の山木屋地区区長会議において、本格除染を実施するための住宅周辺の空間線量

調査及び家屋の損壊状況調査のための各個人の敷地への立入りに対する行政区ごと

の説明会の開催について、ご了解をいただきました。その後、５月１９日と２０日

の２日間にわたり、１１行政区の住民の皆さんへの説明会を行い、住民の皆さんか

らは除染にかかる要望等はございましたが、本格除染についての要望も強く、敷地

への立入りにつきましては、了解を得たところでございます。今後、環境省におい

て、それぞれの敷地に立ち入り、全世帯のモニタリング調査及び建物調査を実施後、

除染方法を決定し、山木屋地区住民の皆さんにその確認と除染の同意を得たうえで、

本格除染に入る予定となっております。町といたしましては、本格除染を平成２４

年度と２５年度の２年間で徹底して行うよう、強く要請しているところであり、環

境省には被災者の立場に立ちながら、その意向を十分に考慮し、スピード感をもっ

て取り組むよう重ねて求めてまいりたいと考えております。 

 また、計画的避難区域となっている山木屋地区における避難指示区域の見直しに

ついてでありますが、国においては、年間積算線量に応じて帰還困難区域、居住制

限区域及び避難指示解除準備区域の３区域に見直すこととしており、現在のところ、

山木屋地区については国の示す見直しとした場合、一部が居住制限区域となり、大

部分の地域が避難指示解除準備区域になると想定されるところでございます。しか

しながら、年間積算線量に応じた区域の見直しを行う前に、本格除染を実施する見

通しが立たないうちは判断することは困難であり、国に対しても保留していたとこ

ろであります。ようやく環境省の本格除染に取り組むモニタリング調査が開始され

ることになりましたことから、除染も進むものと思われますので、国による区域見

直しにかかる説明会についても、地元の皆さん方と意見等を把握しながら、開催に

ついて、適切に対応してまいりたいと考えております。 

 次に、山木屋地区を除く町内の除染につきましては、昨年１２月に策定しました

川俣町除染計画に基づき、今年度と来年度を重点除染期間として設定し、徹底した

除染を行うことでの予算を計上したところでございます。現時点において、仮置き

場が確保されていないため、除染作業はまだ入っている地域はございません。昨年、

自治会、行政区、ＰＴＡ等の皆さんにご協力いただきました線量低減化事業の取組

みの際にも課題となりました仮置き場の確保につきましては、現在、大字単位で確
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保するため、関係者等と調整を行っているところでございます。具体的には、まず、

福沢地区の仮置き場につきましては地権者の了解をいただき、地区行政区の皆さん

に対して説明会を開催しているところでございます。また、小島地区につきまして

は、選定した土地の測量を行っているところであります。町が責任をもって仮置き

場を確保し、それぞれの除染作業に移行することとしておりますが、その調整作業

に鋭意取り組んでいるところでございます。早急に除染作業を行うことが必要であ

りますので、他の地区の仮置き場につきましても、確保に努めてまいる考えであり

ます。 

 次に、既に実施しております農地除染の状況でございますが、４月以降、各農家

の皆さんに除染方法等についてご説明し、個々の農家の皆さんと契約を締結してき

ました結果、今回、除染を実施する面積は、田が２８７ヘクタール、畑が２５１ヘ

クタールの合計５３８ヘクタールとなったところでございます。農地の除染方法に

つきましては、計画的避難区域である山木屋地区を抱えていることや、田、畑地が

狭隘で傾斜地となっていることなどを踏まえ、田は作付け前後、畑地は３回の深耕

を行うきめ細やかな除染を行う方式、いわゆる川俣方式によって進めたところでご

ざいますが、国、県では２回目以降の深耕については、除染効果が見込めないとし

ており、交付金の対応について国、県と協議を継続しているところでございます。

町といたしましては、町議会と農業委員会と川俣方式の必要性を国、県に対し、強

く要請していき、交付金等での措置について実現してまいりたいと考えております

ので、引き続きご協力のほど、お願いを申し上げます。 

 今後も秋等に向け、除染作業が行われることになりますが、各農家からの相談等

に適切に対応するとともに、農地の空間線量や土壌のセシウム濃度分析を行い、ト

ータル的な放射線の把握に努めるなど、今後とも事業が円滑に進むよう取り組んで

まいります。 

 次に、町民の健康管理についてであります。昨年６月から近畿大学の支援により

実施しております、ガラスバッチによる外部被ばく検査につきましては、引き続き

近畿大学のご支援により、２年目の検査を実施することが可能となりましたので、

今年度におきましても外部被ばくの状況を把握し、子どもの健康管理に役立ててま

いりたいと考えております。また、内部被ばく検査についてでありますが、これま

で県の車載型検査器を活用しての受診、平田村ひらた中央病院、茨城県東海村等に

赴いての受診により、町民の内部被ばくの状況を把握してきたところであります。

その結果、計３,４１８人の町民の皆様が受診し、健康に影響を及ぼすようなケー

スは確認されておりません。また、１８歳以下の甲状腺検査につきましても、山木

屋地区１５８人が医大で受診し、山木屋地区以外は、保育園、小中学校、町の保健

センターで１,９７７人が受診し、しこりやのう胞の大きさから、緊急二次検査の

必要がある方は出ておりません。今後も引き続き町民の徹底した健康管理に努めて

まいりますが、本議会の補正予算におきまして、ホールボディカウンターの購入費

用を計上したところであります。町内に設置することによって、町民の皆さんが近
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い場所で気軽に受診できる環境を整備することにより、安全、安心な生活環境の確

保に一歩でも近づけていけるよう努めてまいる考えであります。 

 また、日々直面する原子力災害対応につきましては、昨年１２月１日に設置いた

しました原子力災害対策課を中心として、これまで以上に各課の連携強化を図り、

的確に取り組んでまいる考えであります。また、遅れている地震、災害、被害対応

につきましても、スピード感をもって取り組んでまいる考えであります。 

 それでは、提出議案の要旨についてご説明を申し上げます。 

 議案第３３号、専決第２号 川俣町税条例の一部を改正する条例は、地方税

法及び国有資産等所在交付金の一部を改正する法律が平成２４年３月３１日に公布

されたことに伴い、所要の改正を行ったものでございます。主な改正点は、避難等

の指示が解除されていない区域内の土地及び家屋にかかる固定資産税等の課税免除

措置を平成２５年度以降、当分の間継続するほか、地方公共団体の自主性、自立性

を高める観点から一部の特例措置等について課税標準の軽減の割合を一定の範囲内

で条例に委任するものでございます。 

 議案第３４号、専決第３号 川俣町国民健康保険税条例の一部を改正する条例は、

東日本大震災の被災者等にかかる国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改

正する法律が、平成２３年１２月１４日に公布されたことにより、平成２４年４月

１日から川俣町国民健康保険税条例の一部改正が必要となったことにより、所要の

改正を行ったものでございます。 

 議案第３５号から第３９号までの５件につきましては、平成２３年度の事業費等

の確定により、歳入額及び歳出額の事業費等に変更が生じ、平成２４年３月３１日

をもって専決処分を行いましたので、地方自治法の規定によりその報告を行い、承

認を求めるものでございます。 

 議案第３５号、専決第４号 平成２３年度川俣町一般会計補正予算（第１０号）

は、既定の予算額に歳入歳出それぞれ１億３,５１７万３,０００円を増額し、補正

後の予算額を７２億４,００７万９,０００円としたものでございます。 

 歳入の主な補正では、町税１,４９１万４,０００円、地方譲与税９８２万円、地

方消費税交付金１,３７７万７,０００円、特別交付税２億３,０７８万１,０００円、

震災復興特別交付税３億７,７６７万１,０００円、寄附金１,２４１万円の増額な

どでございます。 

 歳出の主な補正では、町議会議員選挙費３５３万９,０００円、重度心身障害者

医療給付費６３１万６,０００円の減額、子ども医療助成事業費５０６万４,０００

円、保育園運営業務委託料６９２万９,０００円、予防接種委託料１,５７５万２,

０００円などの減額、伊達地方衛生処理組合負担金２,４４０万５,０００円などの

増額、歳入歳出の増減分１億４,７３０万３,０００円を財政調整基金へ繰戻すとと

もに、財政調整基金積立金として３億５,９５８万７,０００円を措置したものでご

ざいます。 

 議案第３６号、専決第５号 平成２３年度川俣町国民健康保険特別会計補正予算
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（第４号）は、事業勘定において、既定の予算額から歳入歳出それぞれ７,３６６

万３,０００円を減額し、補正後の予算額を１７億６,２３５万円としたものでござ

います。歳入の主な補正では、国保税を３１６万２,０００円、療養給付金等国庫

負担金を２,９９４万２,０００円減額し、県財政調整交付金は、確定により２,０

７８万円の増額であります。歳出の主な補正では、保険給付費を３,８０５万７,０

００円、保険事業費８００万円を減額するなど、総額で歳入歳出それぞれ７,３６

６万３,０００円減額するものでございます。 

 議案第３７号、専決第６号 平成２３年度川俣町介護保険特別会計補正予算（第

５号）は、既定の予算額から歳入歳出それぞれ８,０９７万６,０００円を減額し、

補正後の予算額を１５億２,２２１万５,０００円としたものでございます。歳入の

主な補正では、保険料を４０９万２,０００円、介護給付費国庫支出金で２,２４４

万３,０００円、支払基金交付金３,５４７万６,０００円、介護給付費県支出金８

９４万円を減額。歳出の主な補正では、介護保険給付費を７,６４８万４,０００円、

地域支援事業費６１０万８,０００円減額するなど、総額で歳入歳出それぞれ８,０

９７万６,０００円減額するものでございます。 

 議案第３８号、専決第７号 平成２３年度川俣町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第４号）は、既定の予算額から歳入歳出それぞれ３３６万１,０００円を減額

し、補正後の予算額を１億５,３０８万４,０００円としたものでございます。歳入

の主な補正では、保険料の確定により１１１万５,０００円、保健事業費の確定に

よる一般会計繰入金１３５万１,０００円、健診事業の確定による諸収入９５万円

の減額など、また、歳出の主な補正では、広域連合への納付金２０２万円、保健事

業費の確定により健診委託費を１３３万８,０００円の減額等を行ったものでござ

います。 

 議案第３９号、専決第８号 平成２３年度川俣町工業団地造成事業特別会計補正

予算（第３号）は、飯坂字稗ケ作地内の飯坂工業団地調整池工事につき、歳入では、

一般会計繰入金４３０万３,０００円の減額、歳出では、飯坂工業団地事業費の工

事請負費４３０万３,０００円の減額でございます。 

 以上７件につきましては、専決処分の報告及びその承認についての説明でござい

ます。 

 議案第４０号、川俣町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例は、

住民基本台帳法の一部が改正され、これまで外国人登録原票に登録されていた外国

人住民についても、住民基本台帳に記録されることに伴い、印鑑の登録に関し、所

要の整備を行うとともに、合わせて語句の修正を行うものでございます。 

 議案第４１号、福島県後期高齢者医療広域連合規約の変更については、平成２４

年７月９日、施行、住民基本台帳法の一部を改正する法律により、外国人住民が住

民基本台帳の適用対象となり、外国人登録原票が廃止されることにより、規約の変

更を行うものでございます。 

 議案第４２号、平成２４年度川俣町一般会計補正予算（第１号）は、既定の予算
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額に歳入歳出それぞれ５,５０２万７,０００円を追加し、予算の総額を２４８億９,

２０２万７,０００円とするものでございます。本補正予算は、４月１日付人事異

動に伴う人件費の組替え、７月１日付職員配置等にかかる人件費の措置、除染対策

事業や緊急を要するもの、及び災害復旧事業費などの補正を計上したものでござい

ます。 

 歳入の主な補正は、国庫支出金で災害等廃棄物処理事業国庫負担金１億５,４７

６万４,０００円、放射線量低減対策特別緊急事業費補助金９５１万５,０００円な

どが増額となっております。県支出金では、農地の除染対策事業交付金２,１６９

万９,０００円、地域支え合い体制づくり助成事業補助金５４２万６,０００円、改

正児童手当対応システム改修費補助金８０８万５,０００円などが増額となってお

ります。また、除染対策事業の事務費について、生活圏の除染と農地除染とを区分

するため、原子力災害対策費で確保していた除染対策県交付金を２億６,２９８万

８,０００円減額したところでございます。諸収入では、コミュニティ助成事業交

付金２４０万円、町債では災害対策債が１,７１０万円増額となっております。 

 歳出の主な補正は、４月１日付け人事異動に伴う人件費の組替え、７月１日付職

員採用等にかかる人件費の措置などにより、総額では２６万４,０００円の増、物

件費では除染対策事業費として、除染作業業務委託にかかる技術者派遣による設計

積算業務等の委託料３,４１６万５,０００円、法改正に伴う住民基本台帳や児童手

当などのシステム修正業務委託料１,３８６万円の増額、農地等除染対策事業事務

費１,３１１万円、議会研修費や映像配信事業費で３６１万１,０００円、除染の効

果を見極めたうえで、技術的助言を受けるための放射線量低減対策特別緊急事業費

６９８万円など、全体では７,４８５万４,０００円の増額、維持補修費では除染対

策事業費の家屋等の修繕料について保険による対応とするため２億８,５７６万５,

０００円を減額しております。補助費等では、放射線量低減対策特別緊急事業費報

償費２５３万５,０００円、コミュニティ助成事業やプレミアム商品券発行事業な

どにより７４８万５,０００円の増、普通建設事業費では、単独事業費でホールボ

ディカウンター購入費４,７５０万円、補助事業費で倒壊家屋解体工事請負費に１

億７,１９５万８,０００円、井戸修繕にかかる災害対策費、土木施設災害復旧事業

費で２,１７６万円などの増額。本補正予算の歳入歳出の不足額９,８９１万１,０

００円を財政調整基金から繰り入れる措置としているものでございます。 

 諮問第２号、｢人権擁護委員の候補者の推薦についてでございますが、本町には

人権擁護委員として５名の方が法務大臣の委嘱を受けておりますが、佐藤清子委員

の任期が本年９月３０日をもって満了となるため、引き続き委員として推薦したい

ので、人権擁護委員法第６条第３項の規定により、議会の意見を求めるものでござ

います。 

 以上で提案要旨の説明とさせていただきますが、詳細につきましては、担当課長

に説明をいたさせますので、ご審議のうえ、可決を賜りますようお願い申し上げま

して、提案要旨の説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 
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         ◇          ◇          ◇ 

○議長（新関善三君） 日程第５，請願の委員会付託を行います。 

 議会事務局長。 

○議会事務局長（佐藤光正君） 別紙文書表により朗読した。 

○議長（新関善三君） 請願は、ただいま請願表朗読のとおりであります。 

 請願第９号「町道認定に関する請願書」、請願第１０号「町道認定に関する請願

書」、請願第１１号「町道の認定と整備改良に関する請願書（坊ノ入地内）」、請願

第１２号「町道の認定と整備改良に関する請願書（上ノ台地内）」、請願第１３号

「仲ノ内地内の道路補修・改修に関する請願書」、請願第１４号「町道反田・宮田

線全線舗装に関する請願書」、請願第１５号「町道認定及び整備に関する請願書

（羽田鶴巻・三郷地内）」、請願第１６号「本町根本地区内の生活道路の町道認定と

改良に関する請願書」、以上８件に付いて、産業建設常任委員会に付託いたします

ので、会期中の審査をお願いいたします。 

         ◇          ◇          ◇ 

○議長（新関善三君） 次に、日程第６，ここで議会関係の諸般の報告をいたします。 

 最初に、議会事務局長より報告いたします。議会事務局長。 

○議会事務局長（佐藤光正君） 議会事務局から報告いたします。 

 今定例会の一般質問の通告は、お手もとに配付の一般質問通告書のとおりであり

ます。 

 次に、去る３月定例会で可決されました意見書７件については、内閣総理大臣は

じめ、関係大臣等へそれぞれ送付いたしましたので、報告いたします。 

 以上で議会事務局からの報告を終わります。 

         ◇          ◇          ◇ 

○議長（新関善三君） 次に、一部事務組合について報告いたします。 

 最初に、伊達地方消防組合議会定例会について報告願います。鴫原利光君。 

○４番（鴫原利光君） 伊達地方消防組合議会の報告をいたします。 

 平成２４年３月２８日、午前１０時、伊達地方消防組合議会定例会が組合事務所

に招集され、高橋真一郎議員とともに出席してまいりました。 

 付議事件は、選挙１件、報告１件、議案６件でありました。選挙１件は、副議長

の選挙でありましたが、その結果、私が副議長に当選いたしました。報告１件、議

案６件は、審議の結果、原案のとおり可決されたことを報告いたします。 

 なお、細部については、お手もとに配布した資料のとおりであります。 

 これで報告を終わります。 

○議長（新関善三君） 次に、伊達地方衛生処理組合議会臨時会について報告願います。 

 高橋道弘君。 

○２番（高橋道弘君） 伊達地方衛生処理組合議会の報告をいたします。 

 平成２４年５月２３日、午前１０時３０分、伊達地方衛生処理組合議会臨時会が

組合事務所に招集され、菅野意美子議員とともに出席をしてまいりました。 
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 付議議案は、選挙２件、議案２件でありました。選挙２件は、正副議長の選挙で、

その結果、議長に伊達市議会選出の原田建夫氏が、副議長に桑折町議会選出の佐藤

榮三氏が、それぞれ選出されました。議案２件は、審議の結果、原案のとおり可決

されたことを報告いたします。 

 なお、細部については、お手もとに配付した資料のとおりであります。 

 これで報告を終わります。 

○議長（新関善三君） 以上で諸般の報告を終わります。 

         ◇          ◇          ◇ 

○議長（新関善三君） 日程第７，議報告第３号、例月出納検査の結果を報告いたしま

す。議会事務局長。 

○議会事務局長（佐藤光正君） 別紙報告書を朗読した。 

         ◇          ◇          ◇ 

○議長（新関善三君） 次に、日程第８，報告第３号「寄附採納」について報告いたし

ます。総務課長。 

○総務課長（高橋清美君） 別紙報告書を朗読した。 

         ◇          ◇          ◇ 

○議長（新関善三君） 次に、日程第９，報告第４号「町が資本金を出資している法人

の経営状況を説明する書類の提出について」、報告いたします。企画財政課長。 

○企画財政課長（菅野浩市郎君） 別紙報告書を朗読した。 

         ◇          ◇          ◇ 

○議長（新関善三君） 日程第１０，報告第５号「平成２３年度川俣町繰越明許費の繰

越しの報告について（一般会計）」について、当局の報告を求めます。 

 企画財政課長。 

○企画財政課長（菅野浩市郎君） 別紙報告書を朗読した。 

         ◇          ◇          ◇ 

○議長（新関善三君） 日程第１１，議案第３３号「専決処分の報告及びその承認につ

いて（専決第２号 川俣町税条例の一部を改正する条例）」を議題といたします。 

 当局の説明を求めます。町民税務課長。 

○町民税務課長（高橋良之君） 議案第３３号、専決処分の報告及びその承認について、 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、下記の

とおり専決処分したので、同法同条第３項の規定により報告し、その承認を求める。 

               記 

 専決第２号 川俣町税条例の一部を改正する条例 

  平成２４年６月７日提出 

                           川俣町長 古川道郎 

 専決第２号 川俣町税条例の一部を改正する条例 

 改正分の読み上げは、省略をいたします。 

  平成２４年３月３１日 
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                           川俣町長 古川道郎 

 ご説明申し上げます。 

 本件、専決処分の報告及びその承認につきましては、町税条例の一部改正の専決

処分について報告し、その承認を求めるものでございます。これは、平成２４年４

月１日を施行日として、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正

する法律が月３１日に公布されたことから、特に緊急を要し、議会を招集する時間

的余裕がなかったため、専決処分の方法により、同年３月３１日付をもって当条例

を改正し、原則として４月１日から施行したものでございます。 

 改正の主な内容につきまして申し上げます。 

 東日本大震災にかかる被災居住用財産の敷地にかかる譲渡期限の延長、これは附

則第２２条の２関係であります。東日本大震災にかかる住宅の再取得等にかかる住

宅借入金等特別控除の控除額等の特例の創設。附則第２３条関係であります。など

が、主な内容となっております。 

 以上、議案第３３号、専決処分の報告及びその承認について、専決第２号 川俣

町税条例の一部を改正する条例につきまして、ご説明申し上げました。 

         ◇          ◇          ◇ 

○議長（新関善三君） 次に、日程第１２，議案第３４号「専決処分の報告及びその承

認について（専決第３号 川俣町国民健康保険税条例の一部を改正する条例）」を

議題といたします。 

 当局の説明を求めます。町民税務課長。 

○町民税務課長（高橋良之君） 議案第３４号、専決処分の報告及びその承認について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、下記の

とおり専決処分したので、同法同条第３項の規定により報告し、その承認を求める。 

               記 

 専決第３号 川俣町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

  平成２４年６月７日提出 

                           川俣町長 古川道郎 

 専決第３号 川俣町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 川俣町国民健康保険税条例（しよう我３４年川俣町条例第１０４号）の一部を次

のように改正する。 

 附則第１６項を附則第１７項とし、附則第１５項を附則第１６項とし、附則第１

４項の次に次の１項を加える。 

 （東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例） 

１５ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯

所属者が法附則第４４条の２第３項の規定の適用を受ける場合における附則第４項

（附則第５項において準用する場合を含む。）の規定の適用については、附則第４

項中「第３６条」とあるのは「第３６条（東日本大震災の被災者等に係る国税関係

法律の臨時特例に関する法律（昭和２３年法律第２９号）第１１条の６第１項の規
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定により適用される場合を含む。）」と、「同法」とあるのは「租税特例措置法」と

する。 

  附 則 

 この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 

  平成２４年３月３１日 

                           川俣町長 古川道郎 

 ご説明申し上げます。 

 本件専決処分の報告及びその承認につきましては、町国民健康保険税条例の一部

改正の専決処分の報告とその承認を求めるものであります。これは、東日本大震災

の被災者等にかかる国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律が、

平成２３年１２月１４日に公布されたことにより、平成２４年４月１日から町国民

健康保険税条例の一部改正が必要となったため、３月３１日付をもちまして、同条

例を改正し、４月１日から施行したものでございます。 

 その内容でございますが、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者

若しくは、特定同一世帯所属者が附則第４４条の２第３項の規定の適用を受ける場

合における附則第４項の規定の適用の読み替え規定を加えるもので、附則第４項中、

第３６条を第３６条、東日本大震災の被災者等にかかる国税関係法律の臨時特例に

関する法律第１１条の６第１項の規定により、適用される場合を含むとし、同じく

第４項中、同法を租税特別措置法とするもの及び附則項番号の整理をいたしたもの

でございます。 

 以上、議案第３４号、専決処分の報告及びその承認について（専決第３号 川俣

町国民健康保険税条例の一部を改正する条例）につきまして、ご説明申し上げまし

た。 

         ◇          ◇          ◇ 

○議長（新関善三君） ここで休憩いたします。再開は、午前１１時１０分といたしま

す。                         （午前１１時００分） 

         ◇          ◇          ◇ 

○議長（新関善三君） 再開いたします。          （午前１１時１０分） 

         ◇          ◇          ◇ 

○議長（新関善三君） 日程第１３，議案第３５号「専決処分の報告及びその承認につ

いて（専決第４号 平成２３年度川俣町一般会計補正予算（第１０号））」を議題と

いたします。 

 当局の説明を求めます。企画財政課長。 

○企画財政課長（菅野浩市郎君） 議案第３５号 専決処分の報告及びその承認につい

いて（専決第４号 平成２３年度川俣町一般会計補正予算（第１０号））について

説明した。 

○議長（新関善三君） 次に、日程第１４，議案第３６号「専決処分の報告及びその承

認について（専決第５号 平成２３年度川俣町国民健康保険特別会計補正予算（第
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４号））」を議題といたします。 

 当局の説明を求めます。保健福祉課長。 

○保健福祉課長（佐藤真寿夫君） 議案第３６号 専決処分の報告及びその承認につい

て（専決第５号 平成２３年度川俣町国民健康保険特別会計補正予算（第４号））

について説明した。 

○議長（新関善三君） 次に、日程第１５，議案第３７号「専決処分の報告及びその承

認について（専決第６号 平成２３年度川俣町介護保険特別会計補正予算（第５

号））」を議題といたします。 

 当局の説明を求めます。保健福祉課長。 

○保健福祉課長（佐藤真寿夫君） 議案第３７号 専決処分の報告及びその承認につい

いて（専決第６号 平成２３年度川俣町介護保険特別会計補正予算（第５号））に

ついて説明した。 

○議長（新関善三君） 次に、日程第１６，議案第３８号「専決処分の報告及びその承

認について（専決第７号 平成２３年度川俣町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第４号）」を議題といたします。 

 当局の説明を求めます。保健福祉課長。 

○保健福祉課長（佐藤真寿夫君） 議案第３８号 専決処分の報告及びその承認につい

て（専決第７号 平成２３年度川俣町後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号）

について説明した。 

○議長（新関善三君） 日程第１７，議案第３９号「専決処分の報告及びその承認につ

いて（専決第８号 平成２３年度川俣町工業団地造成事業特別会計補正予算（第３

号）」を議題といたします。 

 当局の説明を求めます。産業課長。 

○産業課長（佐藤賢助君） 議案第３９号 専決処分の報告及びその承認について（専

決第８号 平成２３年度川俣町工業団地造成事業特別会計補正予算（第３号）につ

いて説明した。 

         ◇          ◇          ◇ 

○議長（新関善三君） ここで昼食のため休憩いたします。再開は午後１時です。 

                             （正     午） 

         ◇          ◇          ◇ 

○議長（新関善三君） 再開いたします。          （午後１時００分） 

         ◇          ◇          ◇ 

○議長（新関善三君） 日程第１８，議案第４０号「川俣町印鑑の登録及び証明に関す

る条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 

 当局の説明を求めます。町民税務課長。 

○町民税務課長（高橋良之君） 議案第４０号、川俣町印鑑の登録及び証明に関する条

例の一部を改正する条例 

 川俣町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を次のように改正する。改正分の
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読み上げは、省略いたします。 

  平成２４年６月７日提出 

                           川俣町長 古川道郎 

（提案理由） 

 住民基本台帳法の一部が改正され、これまで外国人登録原票に登録されていた外

国人住民についても、住民基本台帳に記録されることとなるのに伴い、印鑑の登録

に関し所要の整備を行うとともに、あわせて語句の修正を行うための、所要の改正

を行うものである。 

 ご説明申し上げます。 

 本条例は、川俣町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正するため、制定

をしようとするものであります。川俣町印鑑の登録及び証明に関する条例は、印鑑

の登録及び証明に関して、必要な事項を定めています。平成２４年７月９日に住民

基本台帳法の改正及び外国人登録法が廃止されることに伴い、関係する川俣町印鑑

の登録及び証明に関する条例について、通称に関する規定など、住民基本台帳に記

録される外国人住民に関する規定を整備すること及び文言の整理をするための改正

を行い、附則において、平成２４年７月９日からこの条例を施行することを述べて

おります。説明は以上であります。 

         ◇          ◇          ◇ 

○議長（新関善三君） 日程第１９，議案第４１号「福島県後期高齢者医療広域連合規

約の変更について」を議題といたします。 

 当局の説明を求めます。保健福祉課長。 

○保健福祉課長（佐藤真寿夫君） 議案第４１号、福島県後期高齢者医療広域連合規約

の変更について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９１条の３第３項の規定により、福

島県後期高齢者医療広域連合規約を次のとおり変更する。 

  平成２４年６月７日提出 

                           川俣町長 古川道郎 

  福島県後期高齢者医療広域連合規約の一部を改正する規約 

 福島県後期高齢者医療広域連合規約（平成１９年福島県指令市町村第１４９８

号）の一部を次のように改正する。 

 別表第３（第１７条関係）の１共通経費の表中「及び外国人登録原票」を削る。 

  附 則 

 この規約は、平成２４年７月９日から施行し、改正後の別表第３の規定は、平成

２５年度以後に算定する構成市町村の負担金について適用する。 

（提案理由） 

 住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行に伴い、構成市町村からの共通経費

負担金の算定基準を変更することについて、所要の改正を行うものである。 

 ご説明を申し上げます。 
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 地方自治法第２９１条の３第３項の規定により、広域連合の規約のうち、経費の

支弁方法を変更する場合は、関係地方公共団体の協議により、これを定めることと

されております。福島県後期高齢者医療広域連合の運営費負担金の共通経費につき

まして、具体的には広域連合職員の人件費や事務機器等にかかります事務経費とな

りますが、この経費負担は、県内５９市町村ごとのそれぞれの高齢者人口や総人口

の割合で負担することとされております。これら人口につきまして、これまでは住

基人口と外国人登録原票の合計人口での負担としていたものを住民基本台帳の一部

改正により、前の議案第４０号でも説明がございましたが、外国住民につきまして

も、日本人と同様に住民基本台帳に記録されることに伴いまして、共通経費を定め

る別表第３の表中から、及び外国人登録原票を削るという所要の改正を行う経費支

弁方法の変更協議があったので、議会の議決に付すものでございます。なお、附則

では、住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行日であります７月９日の同日を

もって施行し、平成２５年度以降に算定する負担金から適用することとしておりま

す。 

 以上、議案第４１号の説明とさせていただきます。 

         ◇          ◇          ◇ 

○議長（新関善三君） 日程第２０，議案第４２号「平成２４年度川俣町一般会計補正

予算（第１号）」を議題といたします。 

 当局の説明を求めます。企画財政課長。 

○企画財政課長（菅野浩市郎君） 議案第４２号 平成２４年度川俣町一般会計補正予

算（第１号）について説明した。 

         ◇          ◇          ◇ 

○議長（新関善三君） 日程第２１，諮問第２号「人権擁護委員の候補者の推薦につい

て」を議題といたします。 

 当局の説明を求めます。町長。 

○町長（古川道郎君） 諮問第２号、人権擁護委員の候補者の推薦について、人権擁護

委員の候補者に次の者を推薦したいので、意見を求める。 

  氏  名 住     所 生 年 月 日 

佐藤
さ と う

 清子
き よ こ

 川俣町大字鶴沢字細越１３番地 昭和１４年 ２月１２日 
    平成２４年６月７日提出 

                       川俣町長 古川道郎 

（提案理由） 

人権擁護委員法第６条第３項の規定により、意見を求めるものである。 

 説明申し上げます。 

 本町では５名の人権擁護委員の方々が法務大臣の委嘱を受け、憲法によって保障

されている基本的人権を擁護するための種々の活動をいただいているところでござ

います。現在、４期目の委員を務められておられます川俣町大字鶴沢字細越１３番

地、佐藤清子氏が、本年９月３０日をもって任期満了を迎えるため、引き続き人権
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擁護委員としてご活躍いただきたく、人権擁護委員法第６条第３項の規定により、

議会の意見を求めるものであります。佐藤氏は、平成１２年４月から町社会福祉協

議会評議委員、同じく心配事相談員、平成１３年１月から町国民健康保険運営協議

会委員を務めておられます。人権擁護委員の新しい任期は、法務大臣が委嘱した日

から３年間でございます。佐藤氏を人権擁護委員の候補者として、推薦することに

ご同意くださいますようお願いを申し上げまして、提案の説明とさせていただきま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（新関善三君） これから本案について質疑に入ります。質疑ありませんか。 

             （「質疑なし」という声あり） 

○議長（新関善三君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

              （「討論なし」という声あり） 

○議長（新関善三君） 討論なしと認めます。 

 これから指紋第２号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり同意することにご異議ございませんか。 

              （「異議なし」という声あり） 

○議長（新関善三君） 異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり同意することに決定いたしました。 

         ◇          ◇          ◇ 

○議長（新関善三君） ここで暫時休議いたします。 

議会運営委員会を開催していただきますので、委員の方々は、議長室までご参集

ください。 （午後１時２５分） 

         ◇          ◇          ◇ 

○議長（新関善三君） 再開いたします。 （午後２時３９分） 

         ◇          ◇          ◇ 

○議長（新関善三君） ただいま議会運営委員会を開きましたが、議会運営委員長より

結果について、委員長から報告願います。議会運営委員長。 

○議会運営委員長（石河 清君） ただいま議会運営委員会を開催いたしまして、本日

の議事日程に追加するということで、発議第１６号ということで、「大飯原発の再

稼働に反対する決議」ということで、大変緊急、申し訳ない意見書ということで、

緊急性があるということで、議運としても日程の追加について認めましたので、報

告したいと思います。 

○議長（新関善三君） ここで議事日程の追加についてお諮りいたします。 

 発議１件を本日の日程に追加し、議題にしたいと思いますが、これにご異議ござ

いませんか。 

             （「異議なし」という声あり） 

○議長（新関善三君） 異議なしと認めます。 

従いまして、発議１件を本日の日程に追加することを決定いたしました。 
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（資料を配付） 

配付漏れはございませんか。（なし） 

         ◇          ◇          ◇ 

○議長（新関善三君） 追加日程第１，発議第１６号「大飯原発再稼働に反対する決

議」を議題といたします。 

 議会事務局長。 

○議会事務局長（佐藤光正君） 発議書を朗読した。 

○議長（新関善三君） 提出者の説明を求めます。 

菅野正彦君。 

○８番（菅野正彦君） 朗読をもって説明に代えさせていただきます。 

 大飯原発再稼動に反対する意見書 

 政府は、関西電力大飯原発３、４号機（福井県おおい町）の再稼動について、最

終判断を行おうとしている。 

 しかし、福島第一原発事故の原因究明について国会事故調査委員会が参考人の聴

取過程にあり、未だ事故原因の真相が究明されていない。 

 ストレステストで“安全”が確認されたと言ってもコンピューターでのシミュレ

ーションであって実際の検証ではない。政府がとりあえずやるべきとした「安全対

策」さえ取られていない。福島第一原発事故から地震・津波の学問的知見を根底か

ら見直す必要が指摘されながらも事故が起こった場合の放射能被害の予測も住民避

難計画も策定されていない。 

 福島第一原発事故から１年３か月が経過したにもかかわらず、いまだ１６万人が

過酷な避難生活を強いられ、除染も賠償も進まず、福島県民は先行きに展望をもて

ない状況におかれている。 

 原発事故被災住民として、我々は今回の事態を二度と繰り返さないために、大飯

原発は再稼動しないよう強く要望する。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

  平成２４年６月７日 

 衆 議 院 議 長 横 路 孝 弘 様 

 参 議 院 議 長 平 田 健 二 様 

 内 閣 総 理 大 臣 野 田 佳 彦 様 

 総 務 大 臣 川 端 達 夫 様 

 財 務 大 臣  安 住  淳 様 

 厚 生 労 働 大 臣 小宮山洋子 様 

 農 林 水 産 大 臣 郡 司  彰 様 

 経 済 産 業 大 臣 枝 野 幸 男 様 

 文 部 科 学 大 臣 平 野 博 文 様 

 原発事故の収束及び 

 再発防止担当大臣 細 野 豪 志 様 
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 復 興 大 臣  平 野 達 夫 様 

                     福島県伊達郡川俣町議会 

 以上です。 

○議長（新関善三君） これより質疑に入ります。本案について質疑ありませんか。 

             （「質疑なし」という声あり） 

○議長（新関善三君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

             （「討論なし」という声あり） 

○議長（新関善三君） 討論なしと認めます。 

 これから、発議第１６号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

             （「異議なし」という声あり） 

○議長（新関善三君） 異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

         ◇          ◇          ◇ 

          ◎散会の宣告 
○議長（新関善三君） 以上で本日の日程は終了いたしました。これから各常任委員会を

開催していただき、付託議案等について協議願います。 
 なお、各常任委員会の運営につきましては、各常任委員長さんにお願いいたします。  
明日８日、金曜日は、議案調査のため、休会といたします。１１日、月曜日は、午前

１０時から本会議を開き、一般質問を行います。 
本日は、これをもって散会といたします。ご苦労さまでした。 
                           （午後２時４５分） 
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